
　　工事範囲周辺の寸法は添付資料のとおりであり、その条件下における
仮設搬入計画をたてることとします。なお、盛替えの実施は、受注者の判
断によるものであり、妨げるものではありません。

質疑事項

質疑・回答書

告示番号 247 件　　　　名 豊中市立東豊中小学校エレベーター設置工事

Ａ-13　配置図兼仮設計画図の校舎北側仮囲い内は盛替えを
行えば重機搬入が可能と考えればよろしいでしょうか。

回　　　　答No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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